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ヘルツ電子株式会社 保証規定 

 

本規定は、お買い上げになられたヘルツ電子株式会社（以下「当社」といいます）の製品を

安心してご利用いただけるよう、出荷後の保証について当社が定めたものです。 

なお、本規定は特注品（カスタム品）には適用されません。また、仕入品は製造元の保証規

定が適用されるものとし、本規定は適用されません。 

＜ご注意＞万が一、お客様がお買い上げになられた製品に当社の旧保証規定が記載された

取扱説明書が同封されていた場合であっても、最新の規定が適用されますので、ご了承くだ

さい。 

 

■保証期間 

保証期間は、他に定めのない限り、「当社が製品を出荷した日から 13 ヵ月まで」といたしま

す。保証期間内は、本規定の定めにより当社にて無償で新品交換または修理をいたします。 

また、保証期間内に当社の責任による故障が発生し、故障が発生した製品（以下「本製品」

といいます）を無償で新品交換または修理を実施した場合の本製品の保証期間は、「本製品

の初回出荷日から 13 ヵ月、または新品交換もしくは修理を実施した本製品の出荷日から 6

ヵ月のいずれか遅く訪れる日まで」といたします。 

なお、有償で修理を実施した場合の保証期間は、当社の修理規定の定めるところによります。 

 

■保証範囲 

保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合、本製品を無償で新品交換または修理

実施いたしますので、お買い上げの販売店、または当社営業部にお申し出ください。 

 

保証期間内であっても、以下の各号に該当する場合は保証の対象外といたします。 

1．お客様による輸送・移動時の落下・衝撃等、お客様のお取扱いが適正でないために生じ

た故障・損傷の場合。 

2．お客様による本体の分解や改造による故障の場合。 

3．火災・地震・水害等の天災地変及び異常電圧による故障・損傷の場合。 

4．本製品に接続している当社指定機器以外の機器の故障に起因する故障の場合。 

5．本製品の付属品（AC アダプタ、アンテナ、接続ケーブル等）の故障の場合。 

6．本製品に含まれる消耗品・有寿命部品の故障に起因する場合。 

①消耗品：電池類（蓄電池、乾電池、ボタン電池等）、記録媒体（SD カード等） 

②有寿命部品：各種スイッチ類（リミットスイッチ、押しボタンスイッチ等）、各種センサ 



③その他使用により消耗・寿命があるもの 

消耗品・有寿命部品が故障した場合は、有償での部品交換もしくは修理をいたします。 

7．本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取扱いによって生じ

た故障の場合。 

8．当社以外で修理・調整・改良した場合。 

9．当社において故障の再現ができない場合。 

 

■本製品の修理について 

本製品の修理は測定機器・治具等の設備を必要とするため、当社での引き取り修理といたし

ます。 

 

■本製品の新品交換または修理にかかる送料について 

本製品を当社または販売店に送付いただく場合の送料、及び当社または販売店から新品交

換または修理を実施した本製品をお客様へ送付する場合の送料は、当社または販売店にて

負担いたします。 

 

■免責事項 

本製品の故障、もしくはその使用によって生じた直接的・間接的な損害、金銭的損失につい

ては一切の責任を負いません。 

 

■その他 

当社ホームページ上及び当社が提供しているカタログ、取扱説明書、技術資料、またはその

他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がござい

ますので、あらかじめご了承ください。 


